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第３１回長崎大学学長選考会議議事要旨 

 

１ 日 時  平成２６年１月２３日（木）１５：４０～１６：４５ 

２ 場 所  長崎大学事務局第３会議室 

３ 出席者  １３名  

        﨑元，宮崎，宮脇，森岡，矢野，山路，下川，中山，田井村，石松，小路，

福永，調の各委員 

４ 欠席者  １名 

中村委員 

５ 配付資料 

 (1) 長崎大学学長選考会議委員名簿                   （資料１） 

 (2) 第３０回長崎大学学長選考会議議事要旨                （資料２） 

 (3) 学長選考関係規則の見直し（平成２５年３月２２日学長選考会議）   （資料３） 

 (4) 平成２６年 学長選考会議等日程（案）               （資料４） 

 (5) 第１次学長候補者の推薦について                        （資料５） 

 (6) 長崎大学学長候補者選考学内意向投票管理委員会委員の選出について  （資料６） 

 (7) 大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）       （資料７－１） 

(8) 国立大学法人長崎大学 中期目標                （資料７－２） 

(9) 学長選考関係規則                        （参考資料） 

 

議事に先立ち，議長から，１３名の委員の出席があり，本会議の成立要件（１０名）を

満たしている旨の説明があった。 

  次いで，議長から，資料１により平成２５年度に新たに就任した福永委員，下川委員，

田井村委員及び小路委員の紹介があり，各自から挨拶があった。 

 

６ 議事要旨の確認等について                               

議長から，平成２５年３月２２日開催の前回学長選考会議の議事要旨については，事前

に案をお送りし御確認いただき，資料２のとおり確定している旨の報告があった。 

 

７ 学長選考関係規則の見直し内容について 

  議長から，平成２５年３月２２日開催の前回学長選考会議において学長選考関係規則を

改正した旨の紹介があった後，事務局から，資料３に基づき，当該改正の概要について説

明があった。 

 

８ 議事 

 (1) 長崎大学学長候補者の選考日程について 
   議長から，①現長崎大学学長が平成２６年９月３０日付けで任期満了となるので，長

崎大学学長候補者の選考に関する規則（以下「規則」という。）第３条第１項により学

長選考会議において次期の長崎大学学長候補者の選考を行う必要があること，②同条第

２項でその選考は任期が満了する日の２月前となっているので，平成２６年７月３１日
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までに選考を行う必要があること，③規則第６条で選考日程は学長選考会議が定めるこ

とになっているので，当該選考日程について審議願いたい旨の提案説明があった。 
次いで，事務局から，資料４に基づき，学長選考会議の開催日，学内意向投票の実施

日等の選考日程（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおり了承された。 
 

 (2) 第１次学長候補者の推薦依頼について 
   議長から，規則第７条で学長選考会議は教育研究評議会及び経営協議会学外委員に第

１次学長候補者の推薦を求めることとなっているので，その依頼文書について審議願い

たい旨の提案説明があった。 
次いで，事務局から，資料５に基づき，長崎大学教育研究評議会議長宛の推薦依頼文

書（案１）及び長崎大学経営協議会学外委員宛の推薦依頼文書（案２）について説明が

あり，審議の結果，原案のとおり了承された。 
   なお，議長から，了承された依頼文書については，最後の議事(4)「長崎大学の学長

像について」に関係するので，当該議題の審議結果を受けて確定させることとしたい

旨の補足説明があった。 

 

 (3) 長崎大学学長候補者選考学内意向投票管理委員会の設置について 
   議長から，規則第１１条で学長選考会議は学内意向投票を管理するため，長崎大学学

長候補者選考学内意向投票管理委員会を置くこととなっており，同条第２項でその組織

が規定されているので，当該委員会を設置すること，及び各部局等へ当該委員会委員の

選出を資料６のとおり依頼することを認めていただきたい旨の提案説明があった。 
次いで，事務局から，資料６に基づき，各部局等へ当該委員会委員の選出を依頼する

文書（案）について説明があった。 
以上の提案，説明を受けて，審議が行われた結果，新学部設置に伴う学内意向投票管

理委員会の組織規定を見直すことを条件に，当該委員会を設置すること，及び各部局等

への委員選出の依頼文書は了承された。 
なお，新学部設置に伴う学内意向投票管理委員会の組織に係る改正規定については，

本会議の書面会議により近々に審議することとした。 
 

 (4) 長崎大学の学長像について 
   議長から，平成２５年１２月２４日開催の中央教育審議会大学分科会で取りまとめら

れた「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」について資料７－１によ

り概要の説明があった後，今回の学長選考に際して，本会議が「長崎大学の学長像」を

示すことに関し意見をいただきたい旨の提案説明があった。 
   大要次のような意見交換があった後，本会議として「長崎大学の学長像」を示す方向

で検討することとなり，書面会議，必要に応じて本会議を開催して審議を重ね，議事

(1)で決定した選考日程を踏まえて，本年３月開催の教育研究評議会に示せるようにす

ることを目途に当該学長像について結論を出すことにした。 

   これを受けて，議事(2)で了承された第１次学長候補者の推薦依頼文書は，「長崎大

学の学長像」を示すこととなった場合には書き加えて依頼することになるので，当該
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学長像が決定するまで保留することにした。 

   また，候補者に提出させる抱負に関しても，規則第８条第４項に基づいた適切な内

容となるように，上記の依頼文書の中に記載要領を盛り込むことにした。 

  ○ 長崎大学の学長選考が当該ガバナンス改革（審議まとめ）を受けた最初の事例にな

るようなので，その趣旨に沿った選考が行われたかが問われるのではないか。 
○ 国立大学改革プランにあるように，改革加速期間中の改革への取組成果ということ

で，今回の学長選考の在り方が次の第３期中期目標期間の運営費交付金の算定に影響

が出ることも考えられる。 
  ○ 求めるべき学長像は，大学がやろうとしている計画の主要な項目を挙げて作ると

よいのではないか。 

  ○ 次の学長は第３期の中期目標に関わることになるので，求めるべき学長像の作成

に当たり，資料７－２の第２期中期目標を参考にしてよいのか疑問であるし，中期

目標は具体的すぎるのではないか。 

  ○ 求めるべき学長像は，学長選考会議がどの程度まで書けるのか疑問である。曖昧

にしていけば抽象的になってしまうし，具体的にと言われてもイメージがわかない。 

  ○ 中教審の審議まとめ（資料７－１）２９ページ冒頭の一節が求めるべき学長像を書

いているのではないか。この部分を基に書くのが妥当ではないか。 

  ○ 上記の部分についてはもう少し踏み込んで，教育，研究，社会貢献，大学運営等

を具体的に，また，教育，研究に関しては長崎大学の特徴も加えたような表現にし

てはどうか。 

  ○ 面接を行うことになっているので，面接を行う際の観点として，こういうことが

できる人という点を考えればよいのではないか。 

  ○ 候補者には抱負を記載した書面を提出させることにしているが，学長選考会議が

求める趣旨の内容を書かせるようになっているか。 

  ○ 求めるべき学長像は，長崎大学の規則に本学の目的を規定しているので，当該目

的を基に書くことも一方法である。 

○ 中教審の審議まとめ（資料７－１）は拘束力があるのか。 
○ 現時点では中教審の提言という段階であり，今後これが制度化されれば従うこと

になる。 
 

９ 次回以降の学長選考会議の開催日程について 

事務局から，学長候補者選考のための審議に関しては，議事(1)で決定した選考日程に

より次のとおり２回の開催を予定していること，また，学長像を決定するための審議に関

しては，書面会議や，必要に応じて日程調整の上本会議を開催させていただきたいことの

説明があった。 

① 平成２６年６月１６日（月）午後 

② 平成２６年７月１８日（金）午後 

 ※ 上記①及び②の学長選考会議はいずれも午後の時間帯で，本年４月に新委員が確定し

た後に具体の時間を調整させていただくこと。 

以上 


